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○湯沢町MICE誘致推進事業補助金交付要綱 

平成28年３月11日 

要綱第２号 

改正 平成30年５月25日要綱第28号 

（趣旨） 

第１条 町長は、湯沢町内に国際的、全国的な大会、会議及び産業見本市等のMICE

誘致を推進し、町内の観光関連産業の活性化、湯沢町の知名度の向上及び交流

を通じた地域活力を創造するため、MICEの主催者が開催に要する経費に対し、

予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湯沢

町補助金交付規則（平成20年規則第２号。以下「規則」という。）に定めるも

ののほか、この要綱の定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「MICE」とは、学会、大会、会議、産業見本市、協

議会、コンクール等をいう。また、その定義は次の各号のとおりとする。 

(1) 学会・大会・会議 

団体や組織の構成員や専門家等が特定の問題に対して意見・見解の交換、

メッセージの伝達、討論、主張の公表などを行う集会をいう。 

(2) 産業見本市 

同一産業分野或いは関連産業分野の業界団体による技術の発表及び製品展

示会等をいう。 

(3) 競技会・コンクール・スポーツ大会 

団体や組織の構成員や専門家等が特定の技術（職業、スポーツ及び芸術に

限る）の向上・発展のために行う集会をいう。 

（補助対象MICE） 

第３条 補助金の交付対象とするMICEは、会場及び宿泊地を湯沢町内とするもの

で、次の各号の要件のいずれかに該当するもののうち、別表１に掲げるものと

する。 

(1) 湯沢町の海外・県外への知名度の向上に寄与するもの 

(2) 湯沢町の産業、経済の活性化に寄与するもの 

(3) 参加者と湯沢町民との交流を通して地域活力の創造に寄与するもの 
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(4) 湯沢町の学術・文化・国際交流の振興に寄与するもの 

(5) その他町長が特に必要と認めるもの 

２ 以下のものは補助対象としない。 

(1) 国又は地方公共団体の主催事業（ただし、国又は地方公共団体が他団体と

共催する事業であり、かつ財政支出を伴わないものを除く。） 

(2) 本制度とは別に町から補助金等の交付を受ける事業 

(3) 開催順序が予め定められており、湯沢町の開催順となり実施される会議・

大会。ただし全国大会、複数県にまたがる大会・会議等はこの限りではない。 

（補助対象MICEの指定の申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ補助対象MICE指定申

請書（第１号様式）に、調査書、事業計画書、収支予算書、宿泊計画書、スポ

ーツ大会の場合は大会プログラムその他の町長が必要と認める書類を添えて町

長に提出し、補助金の交付対象の指定（以下「補助対象の指定」という。）を

受けなければならない。 

２ 前項に規定する申請をすることができるものは、補助対象の指定を受けよう

とするMICEの主催者であるものとする。 

（補助対象の指定等） 

第５条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係るMICEが補

助対象としての適格性を有するか否かを審査し、当該MICEが、補助対象として

の適格性を有すると認められるときは当該MICEを補助対象として指定するとと

もにその旨を補助対象MICE指定通知書（第２号様式）により当該MICEの主催者

に通知するものとする。当該MICEが補助対象としての適格性を有するものと認

められないときはその旨及び理由を当該主催者に通知するものとする。 

（交付の基準等） 

第６条 町長は、第５条の指定を受けた主催者が補助対象MICEを開催した場合に、

補助金を交付するものとする。 

２ 補助金の交付額は、学会・大会・会議及び競技会・コンクール・スポーツ大

会にあっては補助対象MICEの宿泊者数により算出し、産業見本市等は出店舗数

により算出する。交付額の算出方法等は別表２のとおりとする。 

３ 第３条第１項(5)に該当する場合の交付の基準は町長が別に定める。 
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４ MICE開催の広告等媒体において当補助金を活用していること、又は湯沢町の

イメージアップに繋がる旨の記載をすること。 

（変更の承認申請） 

第７条 補助対象MICEの事業内容の変更（第８条に定める軽微な変更を除く。）

をする場合には、変更承認申請書（第４号様式）を提出し、町長の承認を受け

ることとする。 

２ 町長は、前項で規定する書類の提出を受けた場合において、内容を審査し、

適当と認められるときは、変更を承認した内容を変更承認通知書（第５号様式）

により当該主催者に通知する。また、変更申請に係るMICEの内容が補助対象に

該当しないと判断したときは、補助対象の指定を取り消し、その旨及び理由を

当該主催者へ通知するものとする。 

（軽微な変更の範囲） 

第８条 第７条に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

(1) 補助対象MICEの主催者に変更がある場合 

(2) 補助予定額が２割を超え増減する場合 

（交付申請等） 

第９条 補助金の交付を受けようとする主催者は、補助対象MICEの完了の日から

起算して、20日を経過した日又は補助対象MICEの完了の日の属する年度の翌年

度の４月10日のいずれか早い期日までに、補助金交付申請書兼実績報告書（第

３号様式）に調査書、収支決算書、宿泊実績報告書を関係書類とともに町長に

提出しなければならない。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行

上支障がないと認めるときは、提出の期日を繰り下げることがある。 

２ 町長は、前項で規定する書類の提出を受けた場合において、書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、そのMICEの内容が第３条で規定する指定

の内容及び条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたと

きは、補助金の交付決定の内容及び交付すべき補助金の額を当該主催者へ通知

する。 

（補助金交付の取消し及び返還請求） 

第10条 町長は主催者の提出書類に誤り又は偽りがあると認めたときは、補助金

の交付額を減額し、又は補助金を交付しないことができる。 
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２ 補助金を交付した後に前項の書類に誤り又は偽りがあると認めたときは、交

付した補助金の一部又は全部の返還を請求することができるものとする。 

（補助金の経理） 

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助対象MICEに係る経理について、他の経

理と明確に区分し、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証

拠書類を５年間保存しておかなければならない。 

（その他） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この要綱は、平成33年３月31日限り、その効力を失う。 

（湯沢町コンベンション誘致推進事業補助金交付要綱の廃止） 

３ 湯沢町コンベンション誘致推進事業補助金交付要綱（平成23年要綱第４号）

は廃止する。 

附 則（平成30年要綱第28号） 

この要綱は、平成30年６月１日から施行する。 

別表１（第３条関係） 

区分 目的 開催規模 参加者入場者 開催日

数 

学会・大会・会

議等の大規模

MICE 

政治的、宗教的及び

専ら営利的な目的

を持たないこと 

国際的、全

国的又は

ブロック

の規模を

有するこ

と 

500人以上 

（国外県外からの参加

者が1／2以上で、参加者

の2／3以上が湯沢町に

宿泊するもの） 

連続し

た2日以

上 

  

 学術・文化・

国際交流に関

するMICE 

湯沢町の学術・文

化・国際交流の振興

に特に寄与すると

200人以上 

（国外県外からの参加

者が1／2以上で、参加者

連続し

た2日以

上 
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認められ、かつ、政

治的、宗教的及び専

ら営利的な目的を

持たないこと 

の2／3以上が湯沢町に

宿泊するもの） 

競技会・コンク

ールスポーツ大

会 

政治的、宗教的及び

専ら営利的な目的

を持たないこと 

50人以上とし、50人以上

200人未満の場合は5チ

ーム（団体）以上参加の

こと 

（国外県外からの参加

者が1／2以上で、参加者

の2／3以上が湯沢町に

宿泊するもの） 

連続し

た2日以

上 

産業見本市等 政治的、宗教的及び

専ら営利的な目的

を持たないこと 

延べ入場者3,000人以上 連続し

た2日以

上 

その他町長が特に必要と認めるMICE 

別表２（第６条関係） 

MICE区分 単価設定等 備考 

学会・大会・

会議 

競技会・コン

クール・スポ

ーツ大会 

新規開催 

（新規開催とは、以前に湯沢町コンベンション誘

致推進事業補助金及び湯沢町MICE誘致推進事業

補助金の交付を受けていないMICE） 

MICEの会期に応

じて設定された

県内者、県外者、

国外者の単価を

それぞれの宿泊

者数に乗じて得

た額の合計額と

する。 

   

 会期 県内者 県外者 国外者  

2日 600円 600円 2,000円 

3日 600円 1,000円 3,000円 

4日以上 600円 1,000円 5,000円 

・参加者単価×宿泊者数＝補助額 

・限度額600,000円（算出された補助額を算入す
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ることにより収入が支出を上回る場合は、収支

が一致する額を限度額とする。） 

以前に補助金の交付を受けているMICE 

（以前に湯沢町コンベンション誘致推進事業補

助金及び湯沢町MICE誘致推進事業補助金の交付

を受けているMICE。他の名称等で交付を受けてい

て実質の内容が変わらないMICEも含む 

   

 会期 県内者 県外者 国外者  

2日 500円 500円 2,000円 

3日 500円 1,000円 3,000円 

4日以上 500円 1,000円 5,000円 

・参加者単価×宿泊者数＝補助額 

・限度額500,000円（算出された補助額を算入す

ることにより収入が支出を上回る場合は、収支

が一致する額を限度額とする。） 

産業見本市

等 

・出店舗数×10,000円＝補助額 

（出店舗とは1区画を1店舗とする） 

・限度額500,000円（算出された補助額を算入す

ることにより収入が支出を上回る場合は、収支

が一致する額を限度額とする。） 

日数は開催期間

（準備・撤去に

係る期間は除

く）を半日単位

で把握する。 
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第１号様式（第４条関係） 

第２号様式（第５条関係） 

第３号様式（第９条関係） 

第４号様式（第７条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

 


